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法
　
三
　
章
　
孜

堀

毅

　
ま
え
が
き

一
、
「
約
法
三
章
」
の
読
法
・
解
釈

一
一
、
歴
代
法
制
史
料
に
み
る
「
約
法
」

三
　
「
秦
の
苛
法
」
と
「
漢
の
約
法
」

四
　
「
法
三
章
」
の
歴
史
的
評
価

　
あ
と
が
きま

え
が
き

法三章孜

　
悠
久
な
る
法
律
文
化
の
歴
史
を
有
す
る
中
国
に
お
い
て
は
、
幾
多
の
法
諺
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
お
い
て
、
劉
邦
が
秦
末
の

関
中
の
地
で
約
し
た
「
法
三
章
」
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
本
邦
に
も
広
く
知
ら
れ
た
法
諺
の
一
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
が
、
「
約
法
三
章
」
の
本
義
を
厳
格
に
追
求
し
て
い
く
と
、
多
岐
に
わ
た
る
解
釈
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、
か
つ
て
、
先
学
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
解
釈
も
一
致
を
み
て
い
な
い
。
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本
論
で
は
、
ま
ず
「
約
法
三
章
」
に
対
す
る
解
釈
例
を
示
し
、

し
て
い
き
た
い
。

　
大
方
の
ご
叱
正
を
仰
ぐ
こ
と
を
得
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

つ
い
で
、
私
見
を
呈
す
。
後
節
で
は
、
秦
漢
時
代
の
法
の
一
斑
に
論
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
「
約
法
三
章
」
の
読
法
・
解
釈

　
「
約
法
三
章
」
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
巻
八
「
高
狙
本
紀
」
（
『
漢
書
』
巻
一
「
高
帝
紀
」
に
も
殆
ん
ど
同
文
の
記
事
あ
り
）
の
ほ
か
『
漢
書
』

巻
二
三
「
刑
法
志
」
に
同
趣
旨
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
『
史
記
』
「
高
租
本
紀
」
（
以
下
「
本
紀
」
と
略
す
）
に
は
、

　
＠
　
漢
元
年
（
前
二
〇
六
）
十
月
、
浦
公
兵
遂
先
諸
侯
至
覇
上
。
（
中
略
）
召
諸
縣
父
老
豪
桀
日
「
父
老
苦
秦
苛
法
久
臭
、
誹
諺
者
族
、
偶
語
者
奔
市
．

　
　
吾
與
諸
侯
約
、
先
入
關
者
王
之
、
吾
當
王
關
中
．
與
父
老
約
法
三
章
耳
。
殺
人
者
死
、
傷
人
及
盗
抵
罪
。
鯨
悉
除
去
秦
法
。
諸
吏
人
皆
案
堵
如
故
』

　
　
（
1
）

と
あ
り
、
次
い
で
『
漢
書
』
「
刑
法
志
」
（
以
下
「
漢
志
」
と
略
す
）
に
は
、

　
⑥
　
漢
興
，
高
租
初
入
關
、
約
法
三
章
日
「
殺
人
者
死
、
傷
人
及
盗
抵
罪
」
銭
削
煩
苛
、
兆
民
大
説
．

と
あ
り
、
右
両
文
上
に
斉
し
く
「
約
法
三
章
」
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
語
句
が
後
世
論
議
の
姐
上
に
載
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
主
た
る

理
由
は
、
「
約
」
の
字
義
が
多
岐
に
わ
た
り
、
し
か
も
、
右
文
の
用
例
に
お
い
て
も
、
幾
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
、
「
約
」
の
字
義
に
つ
い
て
解
釈
例
を
示
し
て
み
よ
う
。

　
（
一
）
　
（
動
詞
と
し
て
の
）
“
約
束
を
す
る
μ

　
＠
　
秦
趙
相
與
約
．
約
日
「
自
今
以
来
秦
之
所
欲
爲
趙
助
之
、
趙
之
所
欲
爲
秦
助
之
」
（
「
呂
氏
春
秋
』
巻
一
八
「
淫
辞
」
）
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秦
と
趙
、
相
い
與
に
約
す
．
約
し
て
日
く
「
今
よ
り
以
来
、
秦
の
爲
さ
ん
と
欲
す
る
所
は
、
趙
之
を
助
け
、
趙
の
爲
さ
ん
と
欲
す
る
所
は
、

　
　
　
秦
之
を
助
け
ん
」
と
。

⑥
　
吾
與
諸
将
約
、
先
入
定
關
中
老
王
之
．
（
『
史
記
』
巻
八
「
高
祀
本
紀
」
、
『
漢
書
』
巻
一
「
高
帝
紀
」
に
も
同
趣
旨
の
文
が
あ
る
．
読
み
下
し
文
は

　
『
漢
書
』
に
よ
り
補
っ
た
）

　
　
　
　
吾
、
諸
将
と
約
す
。
「
先
に
關
中
に
入
り
て
定
め
し
者
は
、
之
に
王
た
ら
ん
」
と
．

（
二
）
　
（
動
詞
と
し
て
の
）
”
簡
約
す
る
μ

⑥
　
輕
賦
少
事
、
以
佐
百
姓
之
急
。
約
法
省
刑
、
以
持
其
後
．
使
天
下
之
人
皆
得
自
新
更
節
。
（
『
新
書
』
巻
一
「
過
秦
下
」
）

　
　
　
　
賦
を
輕
く
し
、
事
を
少
く
し
、
以
っ
て
百
姓
の
急
を
佐
く
。
法
を
約
し
、
刑
を
省
き
、
以
っ
て
そ
の
後
を
持
す
。
天
下
の
人
を
し
て
、
皆
、

　
　
　
自
新
更
節
す
る
こ
と
を
得
せ
し
む

ω
　
子
云
「
有
國
家
者
、
貴
人
而
賎
禄
則
民
興
譲
．
尚
技
而
賎
車
則
民
興
藝
．
」
故
君
子
約
言
、
小
人
先
言
．
〔
疏
日
〕
「
謂
省
約
其
言
也
。
」
（
『
禮
記
正

　
義
』
巻
一
五
「
坊
記
」
）

　
　
　
　
子
曰
く
「
國
家
を
有
つ
に
、
人
を
貴
び
禄
を
賎
し
め
ば
、
則
ち
民
は
譲
を
興
す
．
技
を
尚
ん
で
車
を
賎
し
め
ば
、
則
ち
民
は
藝
を
興
す
」
と
．

　
　
　
故
に
．
君
子
は
言
を
約
し
、
小
人
は
言
を
先
に
す
。
〔
疏
に
曰
く
〕
そ
の
言
を
省
約
す
る
の
謂
な
り
．
と
．

（
三
）
　
（
名
詞
と
し
て
の
）
”
約
束
ご
と
”

⑧
司
約
。
下
士
二
人
、
府
一
人
、
史
二
人
、
徒
四
人
．
〔
鄭
玄
日
〕
約
、
言
語
約
束
．
（
『
周
禮
』
巻
三
四
「
秋
官
序
官
」
）

　
　
　
　
司
約
。
下
士
二
人
、
府
固
人
、
史
二
人
、
徒
四
人
。
〔
鄭
玄
日
く
〕
約
は
言
語
の
約
束
な
り
．

QD

　
亜
夫
日
「
高
帝
約
『
非
劉
氏
不
得
王
、
非
有
功
不
得
侯
。
不
如
約
、
天
下
共
撃
之
』
今
信
難
皇
后
兄
、
無
功
、
侯
之
、
非
約
也
」
（
『
漢
書
』
巻
四

　
〇
「
周
勃
傳
」
）

　
　
　
　
亜
夫
曰
く
「
高
帝
の
約
に
『
劉
氏
に
非
ざ
れ
ば
王
た
る
を
得
ず
。
功
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
侯
た
る
を
得
ず
．
約
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ぽ
、
天
下
共

　
　
　
に
之
を
撃
た
ん
』
と
、
い
ま
、
信
は
皇
后
の
兄
と
難
も
功
な
く
し
て
之
を
侯
と
す
。
約
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。

（
四
）
　
形
容
詞
と
し
て
の
”
簡
略
な
”

ω
　
微
而
明
、
短
而
長
、
狭
而
廣
、
神
明
博
大
以
至
約
。
（
『
筍
子
』
巻
五
「
王
制
」
）

　
　
　
　
微
に
し
て
明
、
短
に
し
て
長
、
狭
に
し
て
廣
、
神
明
博
大
に
し
て
至
約
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ω
　
推
禮
義
之
統
、
分
是
非
之
分
、
総
天
下
之
要
．
治
海
内
之
衆
、
若
使
一
人
。
故
操
彌
約
．
而
事
彌
大
、
五
寸
之
矩
、
壷
天
下
之
方
也
。
（
『
筍
子
』

　
　
巻
二
「
不
筍
」
）

　
　
　
　
　
禮
義
の
統
を
推
し
、
是
非
の
分
を
分
ち
、
天
下
の
要
を
総
べ
、
海
内
の
衆
を
治
む
る
こ
と
一
人
を
使
う
が
若
し
。
故
に
操
は
彌
々
約
に
し
て

　
　
　
　
事
は
彌
々
大
に
、
五
寸
の
矩
も
天
下
の
方
を
墨
す
な
り
。

　
「
約
」
の
字
義
は
右
例
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
約
法
三
章
」
の
解
釈
に
資
す
る
も
の
は
、
一
応
、
右
の
四
例
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
義
を
「
約
法
三
章
」
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

④③②①右
に
よ
り
、

”
約
束
す
る
”
ー
，
〔
父
老
と
〕
約
束
す
る
。
法
は
三
章
の
み
”

”
簡
約
す
る
”
1
”
法
を
簡
約
化
し
、
三
章
の
み
と
す
る
”
。

”
約
束
ご
と
”
ー
κ
約
・
法
は
三
章
の
み
”
。

．
簡
略
な
μ
1
．
簡
略
な
法
は
三
章
の
み
”
。

　
　
　
一
と
お
り
の
可
能
性
を
示
し
た
が
、
先
学
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
ぎ
た
で
あ
ろ
う
か
．

　
（
1
）
　
”
約
束
す
る
”
と
解
釈
す
る
説

　
本
文
の
解
釈
は
、
既
に
宋
・
劉
昌
詩
に
よ
り

　
約
法
三
章
、
自
班
氏
作
『
刑
法
志
』
謂
、
「
高
租
初
入
關
約
法
三
章
。
」
至
今
以
爲
省
約
之
約
、
皆
作
一
句
讃
。
予
観
『
紀
』
所
書
云
「
吾
與
諸
桑
約
、

　
先
入
關
者
王
之
。
…
…
吾
當
王
關
中
與
父
老
約
、
法
三
章
耳
」
若
以
「
與
父
老
約
法
三
章
耳
」
八
字
作
一
句
、
恐
不
成
文
理
。
合
於
「
約
」
字
句
漸
則

　
「
先
與
諸
英
約
」
今
『
與
父
老
約
」
不
惟
上
下
貫
穿
而
法
三
章
耳
、
方
成
句
語
．
（
『
藍
浦
筆
記
』
巻
一
「
約
法
三
章
」
）

　
　
　
　
（
2
）

と
述
べ
ら
れ
、
こ
こ
に
「
約
束
す
る
」
と
解
釈
す
べ
き
見
解
が
呈
せ
ら
れ
た
。
同
様
の
見
解
は
、
宋
代
の
王
応
麟
に
よ
り
、
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與
父
老
約
爲
句
。
下
云
法
三
耳
。

　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
示
さ
れ
た
。
王
氏
の
説
は
明
代
の
閻
若
族
、
清
の
翁
元
折
等
に
よ
り
支
持
さ
れ
、

の
諸
氏
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
本
邦
に
お
い
て
、
江
戸
の
享
保
期
、
経
世
済
民
を
要
道
を
説
い
た
太
宰
春
台
は
、

近
現
代
に
至
た
り
、

　
　
（
6
）
　
　
（
7
）
　
　
　
（
8
）

張
晋
藩
・
韓
兆
碕
・
李
甲
孚
等

　
国
家
を
経
営
す
る
に
約
法
と
い
う
こ
と
あ
り
、
「
約
法
」
と
は
約
は
約
束
の
意
な
り
。
法
を
立
て
上
と
下
と
相
約
し
守
る
を
、
「
約
法
」
と
い
う
。
漢
の

　
高
租
、
秦
を
破
て
威
陽
に
入
り
た
ま
い
。
初
に
威
陽
の
民
の
秦
の
苛
法
に
困
窮
せ
る
知
り
た
ま
い
、
威
陽
の
父
老
を
召
集
、
今
迄
法
を
捨
て
、
向
後
の

　
爲
に
新
に
法
三
章
を
約
し
た
ま
う
。
…
…
約
は
誓
約
の
意
に
て
此
法
を
永
ら
ま
で
攣
改
す
ま
じ
き
こ
と
を
民
と
相
約
す
る
な
り
。

と
遇
遽
現
代
髪
い
て
は
・
・
史
記
』
鋳
し
て
詳
細
な
考
証
を
聖
た
瀧
川
亀
麹
氏
●
小
川
簾
●
戸
田
藻
●
警
嚢
等

の
諸
氏
も
同
様
な
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
欧
米
の
学
者
に
お
い
て
は
、
ド
ゥ
ブ
ス
氏
に
よ
り
．
同
様
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
∬
）
　
“
簡
約
す
る
”
と
解
釈
す
る
説

唐
代
の
司
馬
貞
は
『
史
記
』
に
注
し
て
、

法三章孜

　
秦
法
有
三
族
之
刑
、
漢
但
約
法
三
章
耳
、

　
人
及
盗
使
至
罪
名
耳
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

と
、
刑
の
省
約
と
解
し
て
い
る
．

殺
人
者
死
、
傷
人
及
盗
者
使
之
抵
罪
、
除
並
不
論
其
享
、
以
言
省
刑
也
．
則
抵
訓
爲
至
、
殺
人
以
外
．
唯
傷
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明
代
の
醇
嵩
は

　
浦
公
還
軍
覇
上
、
與
父
老
約
法
三
章
、
約
之
爲
言
節
也
。
観
其
言
日
「
父
老
苦
秦
苛
法
」
日
「
蝕
悉
除
去
秦
法
」
則
秦
法
極
繁
多
、
浦
公
特
節
之
而
節

　
之
而
為
三
章
耳
、
非
相
約
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

と
。
相
約
す
る
”
と
す
る
説
を
否
定
し
、
”
節
約
す
る
“
と
解
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
同
様
の
解
釈
は
何
悼
に
よ
っ
て
も
呈
せ
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

本
邦
に
お
い
て
も
、
狩
野
直
喜
氏
に
よ
り
説
か
れ
て
い
る
。

　
欧
米
に
お
い
て
は
、
フ
ル
ス
エ
氏
が
こ
の
解
釈
に
立
た
れ
て
い
る
。
氏
は
「
漢
志
」
の
全
文
を
英
文
に
訳
さ
れ
た
が
、
そ
の
訳
文
で

　
≦
げ
①
づ
爵
。
国
導
璋
。
m
Φ
即
呂
夢
①
国
目
ま
旨
国
。
目
含
零
騰
。
り
夢
Φ
ゆ
議
σ
け
ぎ
Φ
g
§
①
q
夢
Φ
b
器
ψ
聲
富
器
の
慧
g
a
夢
①
一
”
≦
、
“
、
．
け
。
砂
年
8

　
器
＆
。
冨
≦
霞
9
冨
匿
”
・
げ
。
器
≦
ぎ
江
一
一
冨
8
一
ρ
註
一
一
び
Φ
b
暮
8
α
＄
夢
脚
｛
。
吋
爵
8
①
≦
げ
。
名
。
巨
山
b
Φ
。
b
一
Φ
。
国
3
ダ
昏
①
嘗
＆
目
Φ
三
一
一

　
げ
Φ
目
彗
昌
a
（
薯
費
質
8
。
益
8
暮
①
2
邑
昌
目
窪
け
）
。
国
①
三
①
9
a
導
α
3
目
。
＜
①
山
爵
Φ
＜
Φ
図
暮
一
g
ω
餌
且
。
窪
Φ
三
①
。
・
一
卑
呂
夢
。
ぎ
暮
。
団
夢
①

　
冨
8
一
Φ
讐
⑦
毘
図
互
。
一
8
山
、
直
戯
、
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
．
一
ま
ず
、
”
簡
約
す
る
“
と
し
な
が
ら
、
詳
細
を
極
め
た
注
を
付
さ
れ
た
．

　
（
皿
）
　
二
史
料
に
お
け
る
解
釈
を
異
に
す
る
説

　
「
約
法
三
章
」
に
関
す
る
解
釈
は
右
記
の
二
と
お
り
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
折
衷
的
な
解
釈
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
フ
ラ
ソ
ス
の
歴
史
学
者
シ
ャ
バ
ン
ヌ
は
．
約
束
す
る
”
と
”
簡
約
す
る
”
と
い
う
二
義
の
訳
を
示
し
た
。
ま
た
、
浅
井
虎
夫
氏
は
こ
の

問
題
に
対
し
、

　
蓋
高
帝
紀
二
從
ヘ
ハ
約
束
ノ
約
ト
解
ス
ル
ヲ
穏
當
ト
ス
ヘ
ク
刑
法
志
二
従
ヘ
ハ
省
約
ノ
約
ト
解
ス
ル
ヲ
穏
當
ト
ス
ヘ
シ
、
強
テ
一
方
二
偏
ス
ル
ノ
要
ナ

　
キ
ナ
リ
。
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（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
（
2
5
）
　
　
　
（
2
6
）

と
さ
れ
、
同
様
な
解
釈
は
、
郁
疑
・
仁
井
田
陞
・
喬
偉
・
周
密
等
の
諸
氏
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
．

　
「
約
法
三
章
」
に
対
す
る
先
学
の
解
釈
は
右
の
と
お
り
で
あ
る
．
こ
こ
で
、
再
び
「
本
紀
」
「
漢
志
」
の
原
典
に
戻
り
、

を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

◇
　
「
本
紀
」
に
つ
い
て

劉
昌
詩
が
指
摘
し
た
よ
う
に

こ
れ
を
図
示
す
る
と
、

「
約
法
三
章
」
の
「
約
」

は

「
吾
與
諸
侯
約
、
先
入
關
者
王
之
」

文
法
的
な
解
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の
一
文
と
対
に
解
釈
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

園
圏
Q
圏
團

吾

簸
額
口
轡
器
賭
擁
］

と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
、

ω
　
右
文
の
「
約
」
は
い
ず
れ
も
「
吾
」
に
対
す
る
述
語
動
詞
で
あ
る
．

　
に
9
右
の
二
文
に
お
け
る
「
約
」
は
同
格
・
同
義
で
あ
る
。

こ
と
が
導
ぎ
出
さ
れ
る
。

法三章孜

◇
　
「
漢
志
」
に
つ
い
て

「
本
紀
」
に
お
け
る
解
釈
が
一
と
お
り
に
限
定
さ
れ
る
に
反
し
、
「
漢
志
」
に
お
け
る
解
釈
は
多
岐
に
わ
た
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。

さ
て
、
漢
籍
の
解
釈
を
な
す
べ
き
基
本
と
し
て
、
一
っ
の
史
実
に
つ
き
異
な
っ
た
記
載
が
あ
る
場
合
”
旧
き
に
従
う
、
と
い
う
原
則
が
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あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
史
記
』
『
漢
書
』
両
書
の
成
立
の
過
程
を
た
ど
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
上
古

『
史
記
』
　
（
私
作
）
肖

『
漢
葉
官
撰
二

漢
初

太
初
年
間

後

←
’
伝
山
ハ

十
五

続 篇
修
部
分
（
含

、

「

刑
法
士
ぴ
）

班班露

野穐

と
な
る
．
右
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
ご
と
く
、
『
漢
書
』
の
記
事
の
内
容
は
『
史
記
』
の
解
釈
に
拘
束
さ
れ
て
然
る
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
”
約
束
す
る
”
以
外
の
諸
解
釈
及
び
二
史
料
間
に
お
け
る
意
味
を
別
個
に
解
釈
す
る
諸
説
は
こ
と
ご
と
く
無
視
す
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
解
釈
の
是
非
と
は
別
個
に
、
「
法
三
章
を
約
す
」
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
に
際
し
、
い
ず
れ
の
説

も
存
在
価
値
が
あ
る
の
で
、
十
分
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
二
千
余
年
前
に
約
さ
れ
た
「
法
三
章
」
は
、
単
な
る
”
化
石
κ

的
な
記
事
で
な
く
、
爾
来
、
現
代
に
至
る
ま
で
法
諺
と
し
て
命
脈
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
辞
句
が
、
法
諺
と
し
て
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

れ
る
と
き
は
、
必
ず
し
も
（
本
節
で
導
か
れ
た
）
．
約
束
す
る
“
と
い
う
意
味
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
フ
ル
ス
エ
氏
は
「
漢
志
」
に
対
し
、
「
與
父
老
約
約
法
三
章
耳
」
（
傍
点
は
筆
者
）
と
読
む
べ
き
試
論
を
呈
せ
ら
れ
た
。
一
般
に
我
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

「
法
三
章
を
約
す
」
と
い
う
法
諺
に
対
す
る
認
識
は
、
ま
さ
に
、
”
簡
約
な
法
を
約
す
”
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ル
ス
エ
氏
の

読
法
の
是
非
は
と
も
か
く
、
法
三
章
が
原
典
か
ら
出
で
法
源
と
し
て
広
汎
に
用
い
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
経
緯
を
考
え
る
と
き
、
氏
の
柔
軟

な
と
ら
え
方
は
評
価
さ
れ
よ
う
。

　
次
節
に
お
い
て
は
、
法
史
の
上
か
ら
「
約
法
三
章
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
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二
、
歴
代
法
制
史
料
に
み
る
「
約
法
」

　
「
約
法
三
章
」
は
、
単
に
『
史
記
』
『
漢
書
』
の
記
述
に
止
ま
ら
な
い
。
歴
代
の
刑
法
志
に
は
、

　
Go
　
高
帝
受
命
、
制
約
令
、
定
法
律
、
傳
之
後
世
、
可
常
施
行
．
（
『
晋
書
』
巻
三
〇
「
刑
法
志
」
）

　
　
　
　
　
高
祖
は
命
を
受
け
、
約
、
令
を
制
し
、
法
律
を
定
む

　
①
　
漢
祖
入
關
、
鍔
削
煩
苛
．
致
三
章
之
約
。
（
『
魏
書
』
巻
｝
二
　
「
刑
罰
志
」

　
　
　
　
　
漢
祖
、
關
に
入
り
、
煩
苛
を
燭
削
し
．
三
章
の
約
を
致
た
す
。

と
あ
る
。
右
例
に
お
け
る
。
「
約
」
は
、
前
節
に
お
け
る
「
約
法
三
章
」
を
示
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、
「
約
束
す
る
」
と
い
う
本
義
を

超
え
て
、
前
節
の
e
～
㊨
の
意
味
を
多
分
に
含
ん
で
、
”
簡
約
な
法
“
と
い
う
概
念
で
用
い
ら
れ
て
き
た
．

　
漢
の
高
祖
に
よ
る
「
約
法
三
章
」
の
故
事
は
、
そ
の
後
、
八
世
紀
を
経
た
唐
の
太
祖
の
創
業
期
に
や
や
辞
句
を
異
に
し
つ
つ
再
現
さ
れ

る
。
ま
ず
、
『
曹
唐
書
』
に
、

　
㈹
　
高
祖
初
起
義
師
於
太
原
、
師
布
寛
大
之
令
．
百
姓
苦
晴
苛
政
、
競
來
蹄
附
、
旬
月
之
間
、
遂
成
帝
業
。
飢
平
京
城
、
約
法
爲
二
十
條
。
惟
制
、
殺

　
　
人
劫
盗
、
背
軍
叛
逆
者
死
、
鹸
並
鰯
除
之
．
（
巻
五
〇
「
刑
法
志
」
）

　
　
　
　
　
高
祖
の
初
め
て
義
師
を
太
原
に
起
す
や
、
即
ち
大
の
令
を
布
く
。
百
姓
は
晴
の
苛
政
に
苦
し
み
、
競
い
来
り
蹄
附
す
。
旬
月
の
間
，
遂
に
帝

　
　
　
　
業
を
成
す
．
臨
に
京
城
を
平
げ
、
法
を
約
し
て
二
十
條
と
爲
す
。
惟
だ
、
殺
人
、
劫
盗
、
背
軍
叛
逆
す
る
者
は
死
と
制
す
る
の
み
。
鯨
は
並
び

　
　
　
　
に
之
を
鰯
除
せ
ん
．

と
あ
り
、
つ
い
で
『
新
唐
書
』
に
、

　
＠
　
唐
興
、
高
租
入
京
師
、
約
法
十
二
條
、
惟
殺
人
劫
盗
、
背
軍
叛
逆
者
死
．
（
巻
五
六
「
刑
法
志
」
）

　
　
　
　
　
唐
興
り
、
高
租
は
京
師
に
入
り
、
法
を
約
し
て
十
二
條
と
す
．
惟
だ
殺
人
・
劫
盗
・
背
軍
・
叛
逆
者
ば
死
と
す
る
の
み
．
（
傍
線
部
は
〔
法
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十
二
條
を
約
す
〕
と
の
読
法
も
あ
る
。
）

　
　
（
30
）

と
あ
る
。
右
の
二
史
料
を
対
比
し
て
み
る
と
、
前
節
に
お
け
る
「
本
紀
」
と
「
漢
志
」
の
両
史
料
間
に
お
い
て
見
ら
れ
た
関
係
と
酷
似
し

た
関
係
が
、
右
の
二
史
料
間
に
も
存
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
奮
唐
書
』
の
記
事
は
、
”
簡
約
す
る
“
と
一
と
お
り
の

解
釈
に
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
『
新
唐
書
』
の
記
事
は
「
漢
志
」
と
同
様
，
多
岐
に
わ
た
る
解
釈
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
唐
代
史
に
現
れ
た
「
約
法
」
に
関
す
る
二
史
料
も
前
節
に
準
じ
て
一
元
的
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
『
蕾
唐
書
』
と
『
新
唐
書
』
に
お
い
て
は
記
述
に
異
同
が
あ
る
と
い
え
ど
も
、
本
来
は
一
つ
の
史
実
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
観

点
よ
り
同
義
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
『
奮
唐
書
』
に
お
け
る
「
約
法
」
は
、
「
爲
」
と
接
続
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
明
か
に

“
簡
約
”
す
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

　
次
い
で
、
「
漢
志
」
と
『
新
唐
書
』
の
二
史
料
を
対
比
し
て
み
る
と
、

　
。
漢
興
、
高
祀
初
入
關
、
約
法
三
章
日
…

　
o
唐
興
、
高
組
入
京
師
、
約
法
十
二
條
…

と
、
あ
た
か
も
対
句
の
様
な
対
照
を
示
す
。
こ
こ
で
、
間
題
と
な
っ
て
い
る
四
史
料
に
お
け
る
解
釈
を
図
示
す
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
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藻
史
料
「
本
紀
」

「
漢
志
」

．
葱
書
』
㎜
『
新
唐
書
』

約
束
す
る

◎

○

…｝
　
○

一

簡
約
す
る

○

◎
　
｝
　
○

　
　
一

そ
の
他

　
○

『

皿
　
〇

一

右
表
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
ご
と
く
、
四
史
料
に
お
け
る
「
約
法
」
に
対
す
る
一
元
的
な
解
釈
は
な
し
得
な
い
。



　
「
本
紀
」
と
「
漢
志
」
お
よ
び
『
奮
唐
書
』
と
『
新
唐
書
』
は
、
も
と
よ
り
各
々
一
つ
の
史
実
を
伝
え
て
い
る
の
で
、
夫
々
、
同
義
に

解
釈
す
べ
き
必
然
性
は
あ
ろ
う
．
た
だ
し
、
漢
初
に
お
け
る
「
約
法
」
と
唐
初
に
お
け
る
「
約
法
」
と
は
敢
え
て
同
義
に
解
す
る
必
然
性

は
な
い
。
そ
し
て
、
本
来
、
一
元
的
な
意
味
を
有
し
て
い
た
「
約
法
」
が
既
に
㈹
ω
な
ど
に
よ
っ
て
も
傍
証
さ
れ
る
ご
と
く
、
時
代
と
と

も
に
、
多
様
な
意
味
を
包
摂
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
民
国
元
年
（
一
九
一
三
）
に
南
京
臨
時
参
議
院
で
、
臨
時
約
法
五
十
六
条
を
制
定
し
、
同
三
年
（
一
九
一
四
）
北
平
（
現
北
京
）
政
府

で
約
法
会
議
を
設
け
て
こ
れ
を
修
正
し
、
六
十
八
条
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
約
法
」
に
つ
い
て
は
「
在
憲
法
未
制
定
以
前
．
所
制
定
之

国
家
的
臨
時
根
本
法
律
、
称
日
約
法
」
（
鄭
競
毅
著
『
法
律
大
辞
書
」
約
法
の
項
）
と
あ
り
、
写
。
＜
芭
9
巴
8
冨
葺
暮
一
自
と
英
訳
さ
れ
て
い

る
ご
と
く
、
国
家
の
基
本
法
が
正
式
に
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
暫
定
的
な
立
法
措
置
で
あ
り
、
法
的
性
格
は
、
漢
・
高
祖
の
「
約
法
三
章
」

や
唐
・
高
祖
の
「
約
法
十
二
条
」
に
相
似
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
と
文
法
的
事
項
に
関
し
て
は
、
前
に
示
し
た
ω
～
◎
の
読
法
と
は
い
ず

れ
も
異
り
、
「
民
約
憲
法
」
の
短
縮
形
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

三
、
”
秦
の
苛
法
”
と
“
漢
の
約
法
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
既
述
の
ご
と
く
、
＠
に
お
け
る
「
約
法
三
章
」
を
「
秦
苛
法
」
の
対
句
と
見
て
．
簡
略
な
法
”
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。

か
く
、
後
世
の
人
の
秦
法
に
対
す
る
評
価
は
一
般
的
に
手
厳
し
い
．
例
え
ば
、
前
漢
文
帝
期
の
人
・
買
誼
は

そ
の
是
非
は
と
も

法三章孜

（・）

故
秦
之
盛
也
、
繁
法
嚴
刑
而
天
下
震
．
及
其
衰
也
、
百
姓
怨
而
海
内
叛
臭
。
（
『
新
書
』
巻
一
「
過
秦
下
」
）

　
故
に
秦
の
盛
な
る
や
、
繁
法
・
嚴
刑
た
り
．
而
っ
て
天
下
震
う
。
そ
の
衰
に
及
ぶ
や
、
百
姓
怨
み
て
海
内
叛
す
。

と
秦
法
の
厳
し
さ
を
説
い
て
い
る
．
ま
た
、
『
史
記
』
の
中
よ
り
、
秦
法
の
厳
し
さ
に
関
す
る
具
体
的
記
述
例
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
、
秦
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法
の
源
た
る
商
軟
の
法
と
伝
え
ら
れ
る
一
文
に
、

（P）

令
民
爲
什
伍
．
而
相
牧
司
連
坐
。
不
告
姦
者
腰
斬
．
（
中
略
）
匿
姦
者
與
降
敵
同
罰
。
（
巻
六
八
「
商
君
列
傳
」
）

　
　
民
を
し
て
什
伍
を
爲
さ
し
め
、
而
つ
て
相
い
牧
司
連
坐
せ
し
む
。
姦
を
告
げ
ざ
る
者
は
腰
斬
し
、
（
中
略
）

　
は
、
罰
を
同
じ
く
す
。

と
あ
り
、
つ
い
で
、
始
皇
帝
時
代
の
法
と
し
て

姦
を
匿
す
者
と
敵
に
降
る
者
と

＠
　
丞
相
李
斯
日
「
…
…
天
下
敢
有
蔵
詩
、
書
、
百
家
語
者
、
悉
詣
守
、
尉
雑
焼
之
．
有
敢
偶
語
詩
書
者
奔
市
。
以
古
非
今
者
族
。
吏
見
知
不
畢
者
與

　
同
罪
。
令
下
三
十
目
不
焼
、
鯨
爲
城
旦
．
…
…
」

　
制
日
「
可
」

　
（
巻
六
「
秦
始
皇
本
紀
」
）

　
　
　
　
丞
桐
李
斯
曰
く
「
…
…
天
下
の
敢
え
て
『
詩
』
『
書
』
百
家
の
語
を
蔵
す
る
者
あ
ら
ぽ
、
悉
く
守
に
詣
れ
、
尉
は
之
を
雑
焼
す
べ
し
、
敢
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し

　
　
　
『
詩
』
『
書
』
を
偶
語
す
る
者
あ
ら
ば
、
奔
市
さ
れ
ん
．
古
を
以
っ
て
今
を
非
る
者
は
族
さ
れ
ん
。
吏
の
見
知
し
て
畢
げ
ざ
る
者
は
罪
を
同
じ
く

　
　
　
せ
ん
．
令
下
り
て
三
十
目
に
し
て
焼
か
ざ
れ
ぽ
鯨
し
て
城
旦
と
な
さ
ん
．
…
…
」
制
し
て
曰
く
「
可
」
な
り
と
。

ω
　
二
世
元
年
七
月
、
畿
閻
左
、
適
戌
漁
陽
、
九
百
人
、
屯
大
澤
郷
．
陳
勝
、
呉
廣
皆
次
、
當
行
、
爲
屯
長
．
會
天
大
雨
、
道
不
通
．
度
已
失
期
。
失

　
期
法
皆
斬
．
陳
勝
．
呉
廣
乃
謀
日
「
今
亡
亦
死
。
畢
大
計
亦
死
。
等
死
．
死
國
可
乎
。
（
巻
四
八
「
陳
渉
世
家
」
）

　
　
　
　
二
世
元
年
七
月
、
閲
左
を
襲
し
、
漁
陽
に
適
戌
せ
し
め
、
九
百
人
、
大
澤
郷
に
屯
す
。
陳
勝
・
呉
廣
、
み
な
次
し
、
行
に
當
た
り
、
屯
の
長

　
　
　
と
爲
る
。
天
大
い
に
雨
ふ
り
、
道
通
ぜ
ざ
る
に
會
う
．
度
る
に
已
に
期
を
失
う
．
期
を
失
わ
ば
、
法
み
な
斬
ら
る
．
陳
勝
・
呉
廣
乃
ち
謀
り
て

　
　
　
曰
く
「
今
亡
ぐ
と
も
亦
死
せ
ん
。
大
計
を
甥
ぐ
と
も
亦
死
せ
ん
．
等
」
く
死
せ
ん
に
は
、
國
に
死
せ
ん
こ
と
可
な
ら
ん
か
」
と
。

と
あ
る
。
右
史
料
よ
り
、
秦
法
の
特
徴
を
箇
条
に
示
す
と
、

①
他
人
の
犯
罪
を
告
発
し
な
い
者
は
、
腰
斬
の
刑
に
処
す
る
。

176



　
②
犯
罪
人
を
隠
匿
す
る
者
は
、
敵
に
降
伏
す
る
者
と
同
罰
と
す
る
．
（
そ
の
刑
罰
は
本
人
に
対
し
諌
殺
、
家
族
は
官
没
と
さ
れ
る
）

　
③
『
詩
経
』
『
書
経
』
な
ど
諸
子
百
家
の
内
容
を
語
り
合
え
ば
、
奔
市
の
刑
と
す
る
。

　
④
古
の
制
を
讃
え
て
今
の
制
を
誹
し
れ
ば
、
一
族
も
ろ
と
も
訣
殺
す
る
。

　
⑤
　
遠
隔
地
の
守
備
・
樒
役
な
ど
に
従
事
す
る
に
際
し
、
定
め
ら
れ
た
期
限
に
後
れ
る
と
、
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

と
な
る
。
右
記
の
事
項
が
そ
の
ま
ま
史
実
を
伝
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
も
と
よ
り
、
本
節
を
論
ず
る
意
義
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
、
近
年
出
土
し
た
睡
虎
地
秦
簡
な
ど
の
諸
史
料
を
綜
合
す
る
と
、
従
来
と
は
異
っ
た
評
価
も
な
さ
れ
得
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
事

実
や
犯
人
の
所
在
を
匿
し
た
り
す
る
と
、
直
ち
に
極
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
あ
る
（
前
出
①
②
）
が
、
秦
簡
を
見
る
か
ぎ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

　
⑥
　
甲
盗
藏
直
千
銭
、
乙
知
其
盗
、
受
分
藏
不
盈
一
銭
、
問
乙
可
論
．
同
論
。
（
「
法
律
答
問
」
九
、
ω
お
）

　
　
　
　
　
甲
、
盗
を
な
す
。
臓
は
千
銭
に
値
た
る
。
乙
、
そ
の
盗
を
知
り
，
臓
を
受
分
す
る
こ
と
一
銭
に
盈
た
ず
。
問
う
「
乙
は
何
に
論
ぜ
ら
れ
ん
．
」

　
　
　
　
　
　
「
論
を
同
じ
う
せ
ん
」

　
ω
甲
盗
不
盈
一
銭
、
行
乙
室
。
乙
弗
畳
。
問
乙
論
可
殴
。
母
論
。
其
見
知
之
而
弗
捕
当
賞
一
盾
。
（
「
法
律
答
問
」
一
〇
、
G
。
o。
O
）

　
　
　
　
　
甲
の
盗
、
一
銭
に
盈
た
ず
。
乙
の
室
へ
行
く
。
乙
畳
ら
ず
．
問
う
「
乙
は
何
に
論
ぜ
ら
る
る
や
」
「
論
ず
る
こ
と
母
れ
。
そ
れ
、
之
を
見
知

　
　
　
　
し
て
捕
え
ざ
る
は
、
賀
一
盾
に
当
た
る
。

法三章放

と
あ
る
ご
と
く
、
姦
人
（
犯
罪
者
）
を
匿
し
た
程
度
で
は
、
直
ち
に
極
刑
に
処
せ
ら
れ
る
様
な
こ
と
は
無
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
次
な
る
③
④
の
二
項
は
漢
の
高
祖
が
「
法
三
章
」
を
約
し
た
と
き
、
秦
法
の
苛
酷
な
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
前
の
①
②
に
比
べ
現
実
性
に
豊
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
③
④
を
も
っ
て
、
秦
律
本
来
の
原
則
と
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
制
が
下
さ
れ
た
の
は
始
皇
帝
の
末
年
に
当
た
る
三
十
四
年
（
前
一
二
三
）
で
あ
り
、
戦
国
魏
の
李
懊
に
淵
源
す
る

秦
の
法
経
に
は
、
こ
の
様
な
苛
酷
な
法
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
．
ま
た
、
こ
の
制
が
定
め
ら
れ
た
当
時
、
都
の
威
陽
に
お
い

て
は
、
国
家
統
治
の
基
本
政
策
に
つ
い
て
、
封
建
を
も
っ
て
基
本
と
す
べ
し
と
す
る
淳
子
越
ら
の
復
古
派
と
、
郡
県
制
を
も
っ
て
封
建
制
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（
3
3
）

に
替
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
改
革
派
と
の
権
力
闘
争
が
あ
っ
た
。
始
皇
帝
は
李
斯
ら
の
主
張
を
容
れ
、
淳
子
越
ら
を
斥
け
た
．
③
④
は

李
斬
ら
が
反
対
勢
力
を
追
い
落
す
た
め
に
用
い
た
手
段
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
．

　
⑤
は
秦
の
法
が
酷
急
に
過
ぎ
て
．
却
っ
て
．
王
朝
の
存
立
を
危
き
に
至
ら
し
め
た
有
名
な
故
事
で
あ
る
．
果
し
て
、
秦
法
の
中
に
、
”
適

戊
の
期
に
後
れ
れ
ば
、
そ
の
理
由
だ
け
で
直
ち
に
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
る
”
ほ
ど
の
酷
急
な
規
定
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
秦
簡
よ

り
関
連
規
定
を
引
く
と
、

　
＠
　
御
中
護
徴
、
乏
弗
行
、
賀
二
甲
．
失
期
三
日
到
五
日
、
諄
。
六
日
到
旬
、
質
一
盾
．
過
旬
、
賀
一
甲
。
…
…
循
律
。
（
「
秦
律
十
八
種
」
一
一
五
、

　
　
一
〇〇
N
）

　
　
　
　
　
御
中
の
徴
を
護
す
る
に
、
乏
し
て
行
か
ざ
れ
ば
、
賀
二
甲
．
期
を
失
す
る
こ
と
三
日
よ
り
五
日
に
到
る
は
諄
。
六
目
よ
り
旬
に
到
る
は
賀
一

　
　
　
　
盾
。
旬
を
過
ぐ
る
は
賀
一
甲
。
…
…
倍
律
。

と
あ
る
ご
と
く
、
期
に
後
れ
れ
ば
多
少
の
罰
は
受
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
直
ち
に
極
刑
に
至
る
ほ
ど
の
厳
し
さ
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
一
歩
譲
っ
て
、
『
史
記
』
の
叙
述
を
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
陳
勝
・
呉
広
が
謀
反
の
徒
を
抱
き
込
む
た
め
に
弄
し
た
言
辞
で

あ
る
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
り
、
本
来
の
秦
律
と
は
無
縁
の
記
事
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
『
史
記
』
な
ど
に
ょ
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
秦
法
の
評
価
の
す
べ
て
は
額
面
ど
お
り
受
け
と
る
べ
き
で
な
い
と
言

え
よ
う
。

　
本
来
の
秦
律
は
、
李
怪
の
『
法
経
六
篇
』
、
商
鞍
の
『
秦
法
経
』
と
い
う
系
統
を
承
け
る
も
の
で
、
合
理
的
な
理
論
に
よ
り
基
礎
づ
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
来
の
秦
法
が
．
始
皇
帝
が
統
一
を
果
し
た
後
八
年
ほ
ど
経
て
か
ら
、
苛
酷
な
性
向
を
帯
び
て
く
る
。
ま
ず

前
出
＠
に
見
ら
れ
る
思
想
統
制
が
あ
り
、
つ
い
で
、
二
世
皇
帝
時
代
に
お
け
る
法
の
深
刻
化
の
時
代
に
入
る
。
す
な
わ
ち

　
↑
り
　
趙
高
日
、
「
嚴
法
而
刻
刑
、
令
有
罪
者
相
坐
諌
、
至
牧
族
、
滅
大
臣
而
遠
骨
肉
、
貧
者
富
之
、
賎
者
貴
之
．
盤
除
去
先
帝
之
故
臣
、
更
置
陛
下
之

　
　
所
親
信
者
近
之
．
此
則
陰
徳
蹄
陛
下
、
害
除
而
姦
謀
塞
、
塁
臣
莫
不
被
潤
澤
、
蒙
厚
徳
、
陛
下
則
高
枕
騨
志
寵
樂
戻
。
計
莫
出
於
此
。
」
二
世
然
高
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之
言
、
乃
更
爲
法
律
．
於
是
璽
臣
諸
公
子
有
罪
、
軌
下
高
、
令
鞠
治
之
．
殺
大
臣
蒙
毅
等
．
公
子
十
二
人
謬
死
威
陽
市
、
十
公
主
託
死
杜
（
中
略
）

法
令
訣
罰
日
益
刻
深
。
（
『
史
記
』
巻
八
七
「
李
斯
列
伝
」
）

　
　
　
〔
二
世
元
年
（
前
二
〇
九
）
〕
趙
高
曰
く
「
法
を
嚴
に
し
て
刑
を
刻
に
し
、
有
罪
の
者
を
し
て
相
い
謙
に
坐
さ
し
め
、
大
臣
を
滅
し
て
骨
肉
を

　
　
遠
ざ
け
、
貧
者
は
之
を
富
ま
せ
、
賎
者
は
之
を
貴
く
し
、
尽
く
先
帝
の
故
臣
を
除
去
し
、
更
め
て
陛
下
の
親
信
す
る
所
の
者
を
置
い
て
之
を
近

　
　
け
よ
．
此
く
な
れ
ば
則
ち
陰
徳
は
陛
下
に
蹄
し
、
害
は
除
れ
て
姦
謀
は
塞
り
、
璽
臣
は
潤
澤
を
被
り
厚
徳
を
蒙
ら
ざ
る
は
莫
し
。
陛
下
は
則
ち

　
　
枕
を
高
く
し
て
．
志
を
騨
に
し
て
寵
樂
せ
ん
。
計
は
此
に
出
ず
る
莫
し
．
」
二
世
、
高
の
言
を
然
り
と
す
。
乃
ち
更
め
て
法
律
を
爲
る
。
是
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ま

　
　
い
て
撃
臣
、
諸
公
子
罪
あ
ら
ば
、
輻
ち
高
に
下
し
て
之
を
鞠
治
せ
令
む
。
大
臣
の
蒙
毅
等
を
殺
し
、
公
子
十
二
人
は
威
陽
の
市
に
暦
死
し
．
十

　
　
公
主
は
杜
に
託
死
す
。
（
中
略
）
法
令
、
訣
罰
は
日
々
に
益
々
刻
深
た
り
．

と
あ
る
如
く
、
宙
官
の
趙
高
の
策
謀
に
よ
り
始
皇
帝
を
嗣
い
だ
二
世
皇
帝
は
、
律
を
改
め
、
そ
の
余
勢
を
駆
っ
て
反
対
勢
力
の
大
粛
清
を

断
行
し
た
．
こ
の
時
な
さ
れ
た
律
の
改
定
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
は
分
ら
な
い
が
．
文
意
か
ら
察
す
る
と
『
秦
法
経
』
に
お
け
る
刑
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

体
系
を
大
幅
に
改
め
、
法
を
恐
怖
政
治
の
道
具
に
用
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
法
が
定
め
ら
れ
た
前
後
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
、
”
秦
の
酷
法
“
と
い
う
事
実
が
進
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
「
法
三
章
」
の
歴
史
的
評
価

放章三法

　
「
法
三
章
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
述
が
余
り
に
も
簡
略
す
ぎ
て
い
る
た
め
、

た
し
か
に
、
「
法
三
章
」
の
法
文
が
法
源
と
し
て
適
用
さ
れ
た
事
例
が
、
直
接
、

一
理
は
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
「
漢
志
」
に
は
、
＠
に
後
続
す
る
箇
所
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

非
現
実
的
な
”
虚
語
“
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
も
あ
る
。

史
籍
の
上
で
検
証
し
得
な
い
こ
と
か
ら
、
右
の
見
解
も
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㈹
　
其
後
四
夷
未
附
，
兵
革
未
息
、
三
章
之
法
、
不
足
以
禦
姦
。
於
是
相
國
瀟
何
捜
捷
秦
法
．
取
其
宜
於
時
者
．
作
律
九
章
。

　
　
　
　
　
其
の
後
、
四
夷
い
ま
だ
附
か
ず
、
兵
革
い
ま
だ
息
ま
ず
。
三
章
の
法
は
以
っ
て
姦
を
禦
す
る
に
足
り
ず
。
是
に
お
い
て
相
國
の
藷
何
は
秦
法

　
　
　
　
を
擦
撫
し
、
そ
の
時
に
宜
し
き
を
取
り
、
律
九
章
を
作
る
。

と
、
秦
法
の
廃
止
よ
り
『
九
章
律
』
制
定
ま
で
の
経
緯
が
記
る
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
さ
て
、
秦
漢
時
代
の
「
約
」
に
関
し
て
は
、
経
済
史
学
者
の
増
淵
龍
夫
氏
に
よ
り
詳
し
い
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
増
淵
氏
は
、
劉
邦

の
約
し
た
「
法
三
章
」
に
つ
い
て
、

　
こ
の
関
中
の
諸
県
に
劉
邦
が
「
約
」
し
た
簡
単
な
法
は
、
実
は
、
も
と
も
と
は
、
劉
邦
集
団
の
内
部
規
律
の
た
め
の
集
団
の
「
約
」
で
あ
っ
た
も
の
を
、

　
法
令
制
度
の
と
と
の
わ
ね
暫
時
の
間
、
関
中
の
諸
県
に
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
も
の
で
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
そ
れ
は
、
同
じ
く
．
游
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ

　
よ
り
な
る
叛
乱
集
団
で
あ
る
赤
眉
集
団
に
お
い
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
「
人
を
殺
す
者
は
死
さ
れ
、
人
を
傷
け
る
者
は
創
を
償
う
」
と
い
う
類
似
の
内

　
容
を
も
っ
た
集
団
の
約
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
「
法
三
章
」
を
「
約
」
し
た
社
会
的
背
景
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
右
文
に
お
い
て
最
も
注
意
す
べ
き
点
は
、
劉
邦
集
団
の
約
が
、
国
家

的
な
法
に
と
っ
て
替
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
ろ
う
。

　
増
淵
氏
は
、
右
の
論
証
に
お
い
て
「
約
法
三
章
」
と
集
団
の
内
部
規
律
の
「
約
」
と
同
義
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
本
紀
」
「
漢
志
」
に
お
け
る
「
約
」
は
．
動
詞
と
し
て
の
「
約
」
で
あ
り
．
決
し
て
法
源
そ
の
も
の
た
り
得
な
い
。
ま
た
増
淵
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
潜
夫
論
（
第
五
断
訟
）
に
は
『
三
章
之
約
を
制
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
，
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
劉
邦
が
関
中
を
平
げ
、
関
中
よ
り
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の

　
し
て
楚
を
撃
っ
た
と
き
、
蒲
何
は
「
關
中
を
守
り
、
太
子
に
待
し
て
櫟
陽
を
治
し
、
法
令
約
束
を
爲
り
、
宗
廟
・
社
稜
・
宮
室
・
縣
邑
を
立
つ
…
…
戸

　
口
を
計
り
、
転
漕
し
軍
に
給
す
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

と
．
傍
証
を
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
右
文
に
お
い
て
、
ま
ず
、
『
潜
夫
論
』
の
点
で
あ
る
が
、
こ
の
書
が
著
わ
さ
れ
た
後
漢
時
代
に
は
、
既
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述
の
ご
と
く
小
論
で
問
題
と
す
る
「
約
」
の
意
味
が
、
本
義
を
出
で
て
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
の
で
、
『
潜
夫
論
』
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

事
は
、
「
約
法
三
章
」
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
上
で
資
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
法
三
章
を
約
す
る
」
と
い
う
基
本
史
料
の
解
釈
に
、

直
接
、
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
．
つ
い
で
、
瀟
何
が
作
っ
た
約
束
も
、
名
詞
的
用
法
で
あ
る
た
め
、
直
接
、
基
本
史
料
の
解
釈
に

資
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
．
増
淵
氏
は
「
法
三
章
を
約
す
る
」
と
い
う
一
文
に
お
い
て
、
「
約
」
の
意
味
に
重
き
を
お
か
れ
て

論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
「
法
三
章
」
に
比
重
を
か
け
た
い
。
然
ら
ば
「
法
三
章
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
法
三
章
」
と
は
、
劉
邦
の
集
団
に
お
い
て
と
り
き
め
ら
れ
た
”
約
束
”
に
由
来
す
る
の
で
な
く
、
実
は
、
古
代
中
国
の
統
治
者
が
あ

る
べ
ぎ
法
の
原
則
と
し
て
志
向
し
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
か
つ
て
秦
律
の
中
に
同
害
刑
的
要
素
が
み
ら
れ
る

　
　
　
　
（
3
7
）

こ
と
を
述
べ
た
。
た
だ
し
、
秦
簡
な
ど
の
史
料
に
は
、
直
接
、
同
害
刑
の
存
在
を
明
か
に
す
る
左
証
は
得
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
筍

子
』
に

（x）

殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
。
是
百
王
之
所
同
也
。
未
有
知
其
所
由
來
者
也
．
刑
総
罪
則
治
、
不
繕
罪
則
飢
．
（
巻
一
二
「
正
論
」
）

　
　
　
　
　
　
こ
ろ

　
人
を
殺
す
者
は
死
さ
れ
、
人
を
傷
く
る
者
は
刑
せ
ら
る
．
是
れ
百
王
の
同
じ
く
す
る
所
な
り
。
未
だ
そ
の
由
來
す
る
所
を
知
る
者
あ
ら
ざ
る
な

　
り
。
刑
、
罪
に
稽
わ
ば
則
ち
治
ま
り
、
罪
に
稻
わ
ざ
れ
ば
則
ち
飢
る
．

法三章孜

と
あ
り
、
同
害
刑
と
い
う
罪
刑
思
想
を
示
唆
す
る
記
事
が
見
ら
れ
る
。

　
今
日
に
お
い
て
こ
そ
、
同
害
刑
は
刑
法
の
未
発
達
の
時
代
の
遺
産
と
し
か
評
価
さ
れ
な
い
が
、
〔
殺
人
↓
死
刑
・
傷
害
↓
刑
罰
（
本
来
は

肉
刑
）
・
盗
↓
有
罪
〕
と
い
う
罪
刑
の
対
応
は
、
古
代
社
会
に
お
い
て
は
、
合
理
性
こ
そ
認
め
ら
れ
る
に
し
ろ
、
決
し
て
残
虐
性
は
認
め
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
同
害
刑
の
観
念
の
全
く
な
い
刑
罰
思
想
、
す
な
わ
ち
、
盗
・
傷
な
ど
の
微
罪
で
も
容
易
に
死
刑
を
科
す
の

が
普
遍
的
で
あ
っ
た
社
会
に
”
傷
・
盗
の
罪
に
は
、
死
刑
を
科
さ
な
い
”
（
前
掲
ω
の
反
対
解
釈
）
と
い
う
原
則
の
存
在
は
、
被
刑
者
に
対
し
．

却
っ
て
大
き
な
反
射
的
利
益
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
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あ
と
が
ぎ

　
一
般
に
我
々
が
「
法
三
章
」
を
口
に
す
る
と
き
、
．
簡
約
な
法
”
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
司
馬
遷
が
『
史
記
』
を
撰
し

　
　
　
　
　
の

た
と
き
の
「
約
法
三
章
」
に
は
”
簡
約
な
”
と
い
う
意
味
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
劉
邦
が
入
関
し
た
時
に
「
法
三
章
」
を
約
し
た
故
事
と
相
似
た
故
事
が
、
晴
末
に
お
い
て
後
の
唐
の
太
宗
た
る
李
淵
に
よ
っ
て

も
な
さ
れ
た
。
李
淵
に
よ
る
「
約
法
十
二
條
」
は
構
文
の
上
か
ら
は
劉
邦
の
「
約
法
三
章
」
と
共
通
面
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
、
『
新
唐

書
』
の
記
事
は
明
ら
か
に
”
簡
約
な
“
”
簡
約
す
る
“
”
約
・
法
“
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
文
法
的
な
こ
と
は
さ
て
お
き
、
こ
の

間
題
に
関
連
し
て
興
味
が
ひ
か
れ
る
の
は
、
漢
・
唐
両
王
朝
の
創
業
期
に
、
い
ず
れ
も
「
約
法
」
が
宣
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
二
次

に
わ
た
る
「
約
法
」
の
呈
示
は
、
新
し
い
支
配
者
の
寛
大
さ
を
宣
伝
す
る
と
同
時
に
、
旧
支
配
者
の
苛
酷
さ
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
効
果

を
併
せ
も
つ
。
た
だ
し
、
前
王
朝
の
秦
・
晴
は
史
書
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
非
道
な
国
家
で
は
な
い
。
両
朝
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、

創
業
主
を
継
い
だ
二
世
皇
帝
・
揚
帝
が
い
ず
れ
も
先
代
に
劣
る
者
で
あ
っ
た
た
め
、
王
朝
の
崩
壊
を
招
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
法
制
も

大
い
に
乱
れ
た
。
こ
の
様
な
状
況
下
に
呈
示
さ
れ
た
の
が
、
「
約
法
」
で
あ
る
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、
「
法
三
章
」
が
法
的
に
安
定
し
た
時

代
に
約
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
後
世
に
伝
わ
る
故
事
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
「
法
三
章
」
は
．
簡
約
な
法
”
を
表
す
法
源
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、
元
来
、
劉
邦
の
創
案
で
は
な
く
『
筍
子
』
に
見
ら
れ
る
「
百

王
の
法
」
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
漢
朝
成
立
後
、
『
九
章
律
』
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
『
九
章
律
』
は
『
秦
法
経
』
に
三
篇
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
秦
末
期

の
苛
法
と
は
性
質
を
異
に
す
る
と
い
う
点
で
『
法
三
章
』
と
共
通
点
を
有
す
る
．
大
胆
な
表
現
を
か
り
れ
ば
、
『
法
三
章
』
は
『
九
章
律
』

制
定
に
あ
た
り
、
そ
の
基
礎
と
な
り
、
漢
代
法
の
精
神
の
中
に
生
き
続
け
た
の
で
あ
っ
た
．

　
（
1
）
　
『
史
記
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
「
約
法
三
章
」
が
な
さ
れ
た
の
は
、
元
年
十
月
の
よ
う
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
に
よ
る
と
「
十
一
月
」
と
あ
る
．
年
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月
の
表
示
以
外
は
『
史
記
』
『
漢
書
』
同
文
で
あ
る
、

（
2
）
　
『
知
不
足
斎
叢
書
』
第
二
〇
集
．

（
3
）
　
『
四
部
叢
刊
』
三
編
・
子
部
所
収
『
困
学
紀
聞
』

（
4
）
　
王
氏
『
困
學
紀
聞
』
注
文
に
、
「
〔
閻
云
〕
按
岨
憺
日
、
刑
法
志
言
約
法
三
章
者
二
、
似
當
の
以
八
字
爲
句
、
絵
謂
此
上
文
吾
與
諸
侯
約
、

絶
。
先
入
關
者
王
之
、
吾
當
王
關
中
、
則
與
父
老
約
、
亦
當
句
絶
。
至
約
法
三
章
、
乃
班
氏
組
織
成
文
、
於
流
公
語
気
不
相
蒙
。
」
と
あ
る
。

パパパパパハハ　パパハハハハ菖弱蓼超馨珍甚易理£且ヱ£邑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

法
三
章
者
非
一

（
1
8
）是

．
害
之
爲
」

（
1
9
）

（
2
0
）

約
句

『
困
學
紀
聞
注
』
（
道
光
五
年
余
挑
翁
氏
守
福
堂
刊
本
）
．

張
晋
藩
・
張
希
披
・
曽
憲
義
編
著
『
中
国
法
制
史
』
第
一
巻
（
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
一
一
八
一
年
）
一
六
一
頁
。

韓
兆
碕
『
史
記
選
注
集
説
』
（
広
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
四
二
頁
．

李
甲
孚
『
中
国
法
制
史
及
其
引
論
（
増
訂
本
）
』
一
九
八
三
年
V
三
四
頁
。

『
経
済
録
』
巻
八
。

『
史
記
會
注
考
証
』
（
史
記
會
注
考
詮
刊
行
会
、
一
九
三
二
～
一
九
三
四
年
）
巻
八
に
「
上
文
亦
云
、
吾
與
諸
侯
約
、
約
字
義
同
、
王
説
不
可

と
あ
る
。

「
李
埋
法
経
考
」
（
『
東
方
学
級
』
京
都
　
第
四
冊
、
一
九
三
三
年
）
。

「
漢
初
の
法
律
政
策
と
儒
教
思
想
と
の
交
渉
」
（
『
斯
文
』
第
二
五
巻
第
一
一
号
、
一
九
四
三
年
）
。

「
前
漢
の
法
の
変
動
と
法
思
想
e
i
刑
法
を
中
核
と
し
て
ー
」
（
愛
知
学
院
大
学
論
叢
『
法
学
研
究
』
第
二
巻
第
一
・
二
号
、
一
九
六
〇
年
）
。

寓
出
σ
宮
葺
『
ぎ
箏
。
・
ご
這
。
、
馬
、
＆
き
§
き
ミ
き
§
ε
§
。
・
＆
＜
。
ピ
い
（
閃
§
ぎ
。
短
Φ
」
。
ω
・
。
）
層
q
o。・

『
史
記
』
索
隠
．

『
天
爵
堂
筆
鯨
』
（
明
・
陶
宗
儀
等
篇
『
説
邪
三
種
所
収
』
）
。

「
厚
齋
亦
紀
末
有
「
初
順
民
心
、
作
三
章
約
、
」
改
約
字
爲
讃
、
此
「
約
法
」
與
上
「
苛
法
」
封
、
文
紀
中
宋
昌
有
約
法
令
之
語
、
刑
法
志
言
約

　
　
　
　
、
當
の
薔
也
．
」
（
前
出
注
（
5
）
の
注
文
）
．

「
漢
書
補
注
補
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
第
九
冊
、
一
九
三
八
年
）
に
「
直
喜
案
、
下
文
亦
有
定
要
束
耳
語
（
史
記
要
束
作
約
束
）
何
駁
非
王
説

史
記
索
隠
今
案
、
秦
法
有
三
族
之
刑
、
漢
但
約
法
三
章
耳
。
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中
略
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以
言
省
刑
也
．
約
法
即
省
刑
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個
如
奮
讃
與
字
宜
讃
爲
下
文
爲
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と
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一
①
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Φ
⇒
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ω
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。

フ
ル
ス
エ
氏
は
「
漢
志
」
英
訳
に
あ
た
り
、
当
該
記
事
に
対
し
、
二
つ
の
詳
細
な
注
を
付
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
注
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
十
分
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に
一
篇
の
論
文
を
構
成
す
る
ほ
ど
精
緻
な
も
の
で
あ
る
。
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全
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る
．
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．
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．
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①
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①
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茸
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八
二
年
六
月
一
五
日
付

　
め
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
」

（
2
9
）

へ
3
0
4

『
支
那
二
於
ケ
ル
法
典
編
纂
ノ
沿
革
』
（
京
都
法
学
会
発
行
、
一
九
一
一
年
）
一
七
頁
．

『
中
国
法
制
史
講
義
』
（
朝
陽
大
学
、
一
九
二
一
年
）
三
五
～
三
六
頁
．

「
法
史
夜
話
」
（
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
八
号
、
一
九
五
七
年
）
．

『
中
国
法
律
制
度
史
』
上
冊
（
吉
林
人
民
出
版
社
，
一
九
八
二
年
）
一
九
五
～
一
九
六
頁
。

『
中
国
刑
法
史
』
（
群
衆
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
一
九
五
～
一
九
六
頁
）
。

前
掲
注
（
2
）
参
照
。

法
諺
と
し
て
の
「
法
三
章
」
を
引
用
し
た
例
は
無
数
に
あ
る
が
、
一
例
を
挙
げ
る
と
中
嶋
嶺
雄
「
中
国
政
治
と
法
感
覚
」
（
『
朝
日
新
聞
』
一
九

　
　
　
　
　
　
　
（
夕
刊
）
に
「
法
三
章
と
は
．
前
漢
の
高
祖
が
秦
を
滅
し
た
の
ち
．
煩
雑
な
秦
の
法
を
廃
し
て
わ
ず
か
三
力
条
の
約
法
に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
る
。

前
掲
注
（
1
9
）
参
照
．

『
新
唐
書
』
巻
一
に
よ
れ
ば
「
〔
晴
・
大
業
十
一
年
十
一
月
、
〕
克
京
城
命
主
符
郎
宋
公
弼
収
圖
籍
、
約
法
十
二
條
、
殺
人
劫
盗
背
軍
叛
者
死
」
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　と

あ
る
。

（
3
1
）
　
前
掲
注
（
1
7
）
参
照
．
ま
た
、
史
料
⑥
に
「
約
法
省
刑
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
法
は
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
緩
い
と
い
う
観
念
が
あ
っ

　
た
よ
う
で
あ
る
。

（
32
）
　
秦
簡
引
用
文
に
お
い
て
「
」
と
漢
数
字
は
．
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
〔
線
装
本
〕
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
（
文
物
出
版
社
．
一
九
七
七

年
）
に
お
け
る
も
の
を
示
し
、
算
用
数
字
は
《
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
V
編
写
組
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
に
お
け
る
も

　
の
を
示
す
。

（
33
）
　
『
史
記
』
巻
六
「
秦
始
皇
本
紀
」
に
淳
干
越
の
言
と
し
て
「
博
士
齋
人
淳
干
越
進
日
、
『
臣
聞
股
周
之
王
千
鯨
歳
、
封
子
弟
功
臣
、
自
爲
枝
輔
．

今
陛
下
有
海
内
、
子
弟
爲
匹
夫
、
卒
有
田
常
、
六
卿
之
臣
、
無
輔
梯
、
何
以
相
救
哉
。
事
不
師
古
而
能
長
久
者
、
非
所
聞
也
。
今
青
臣
又
面
諌
以
重

　
陛
下
之
過
、
非
忠
臣
」
と
あ
る
．

（
34
）
　
所
掲
の
史
料
の
ほ
か
．
二
世
時
代
の
法
の
趙
高
と
の
か
か
わ
り
方
は
『
史
記
』
「
秦
始
皇
本
紀
」
に
お
け
る
次
な
る
記
事
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

　
る
。①

始
皇
帝
時
代
、
趙
高
は
胡
亥
（
後
の
二
世
皇
帝
）
に
法
律
を
教
え
た
。
（
「
趙
高
故
嘗
教
故
亥
書
及
獄
令
法
事
」
）

②
即
位
後
、
二
世
皇
族
は
趙
高
を
重
用
し
、
法
令
を
明
ら
か
に
し
た
。
（
「
二
世
乃
遵
用
趙
高
」
）

③
つ
い
で
．
二
年
に
は
．
二
世
皇
帝
は
禁
中
に
て
諸
事
を
趙
高
と
決
し
た
．
（
「
二
世
常
居
禁
中
、
與
高
決
諸
事
」
）

④
又
、
二
世
皇
帝
の
言
に
”
皇
帝
た
る
も
の
は
、
法
を
重
く
す
れ
ば
、
人
民
は
罪
を
犯
さ
ず
．
天
下
は
治
ま
る
。
（
「
凡
所
爲
貴
有
天
下
者
．
得
舜
意

　
　
極
欲
、
主
重
明
法
、
下
不
敢
爲
非
、
以
制
御
海
内
臭
」
）

（
35
）
　
「
法
三
章
」
は
虚
語
で
あ
る
と
の
説
は
、
清
代
の
梁
玉
縄
『
史
記
志
疑
』
（
巻
六
）
に
「
案
、
漢
書
刑
法
志
日
、
漢
興
約
法
三
章
、
網
漏
呑
舟
之

魚
、
然
其
大
辟
尚
有
夷
三
族
之
令
．
又
放
恵
帝
四
年
始
除
挟
書
律
、
呂
后
元
年
始
除
三
族
罪
、
妖
言
令
、
文
帝
元
年
始
除
収
學
相
坐
律
令
、
二
年
始

　
除
誹
諺
律
、
十
三
年
除
肉
刑
、
然
則
秦
法
未
嘗
悉
除
、
三
章
徒
爲
虚
語
、
『
続
古
今
放
』
所
謂
、
一
時
姑
爲
大
言
以
慰
民
．
蓋
三
章
不
足
禁
姦
、
蒲

何
爲
相
、
采
披
秦
法
作
律
九
章
、
疑
此
等
皆
在
九
章
之
内
、
史
公
穴
載
入
關
初
約
耳
」
と
あ
り
、
ま
た
、
成
宮
氏
は
前
掲
注
（
1
3
）
に
お
い
て
「
こ

　
の
約
に
依
っ
て
法
三
章
以
外
の
総
て
の
秦
の
刑
法
は
除
去
さ
れ
た
か
の
錯
誤
に
、
多
く
の
人
々
は
陥
り
や
す
い
．
こ
の
錯
誤
に
導
き
、
天
下
の
人
心

　
の
収
撹
を
ね
ら
う
一
時
の
虚
空
な
宣
伝
的
性
格
を
多
分
に
有
つ
と
解
し
得
る
．
」
と
述
べ
て
い
る
．

（
36
）
　
増
淵
龍
夫
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
（
弘
文
堂
、
一
九
六
〇
年
）
第
四
章
、
戦
国
秦
漢
時
代
に
お
け
る
集
団
の
『
約
』
に
つ
い
て
」

（
37
）
　
拙
稿
「
秦
漢
賊
律
放
」
（
『
慶
鷹
義
塾
創
立
二
蓋
年
記
念
論
文
集
・
慶
鷹
法
学
会
政
治
学
関
係
』
｝
九
八
三
年
〉
．
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